
都市計画法改正案 

【都市計画法の一部を改正する法律案】 

＜立法の背景・趣旨＞ 

  都市計画が決定された後都市計画事業が施行されることなく長期間が経過して

いる場合がある。 

 → 政府は、都市計画等の定期的見直しの措置を講ずるとともに、都市計画に係る

住民の意見を反映させるために必要な措置、都市計画に係る不服申立て及び訴訟

の制度の在り方並びに建築物の建築の制限を受ける者の当該制限により生ずる

経済上の不利益に対応するための措置の必要性の有無について検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 
基本理念 

・ＵＲのガバナンスを向上させることと収益性の向上により経営基盤が安定す

るようにすることを旨とすること。 

・公正な競争の確保に配慮して行われること。 

・現居住者に適切に配慮して行われること。 

 
完全民営化までの手順 
 現行             中間形態             最終形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施行期日：公布の日 

１ 都市計画等の見直しに関する措置 

政府は、都市計画を社会経済情勢の変化に対応したものとするため、

都市計画区域及び準都市計画区域並びに都市計画の見直しが定期的に

行われるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするこ

と。 

２ 検討 

① 政府は、都市計画が決定された後においても当該都市計画に係る

住民の意見を反映させるために必要な措置について検討を加える

とともに、国民の権利利益の救済の範囲を拡大する観点から、都市

計画に係る不服申立て及び訴訟の制度の在り方について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 

② 政府は、都市計画が決定された後都市計画事業が施行されること

なく長期間が経過する場合が生じていることに鑑み、都市計画法第

53 条の規定による都市計画施設の区域等内における建築物の建築

の制限を受ける者の当該制限により生ずる経済上の不利益に対応

するための措置の必要性の有無について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとすること。 


